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令和７年３月定例教育委員会 会議録 

 ３月定例教育委員会を令和７年３月１７日（月）午前１０時 市役所４０１会議室

に招集する。 

◆出 席 者 

 教 育 長 滝  誠 

  教育委員 教育長職務代理者 渡邉智治  委員 小倉志保  委員 木澤和子  

委員 野副紫をん  委員 𠮷野孝博 

 事 務 局 【学校教育課】 安藤課長補佐  山田統括主査  黒木指導主事   

酒井指導主事 

           【文化推進課】 星野課長補佐 

【スポーツ交流課】 後藤課長補佐 

      【歴史まちづくり課】 小川課長補佐 

 記録者  学校教育課 山田 

 傍聴者  ０名 

 

 ◆次  第 

１ 開会 

２ 教育長報告 

 （前回会議録の承認） 

３ 付議事件の審議 

第 45 号議案 犬山市教育委員会事務局規則の一部改正について 

第 46 号議案 犬山市教育委員会事務局学校医等の委嘱について 

第 47 号議案 犬山市史編さん委員会専門部会委員の委嘱及び退任について 

第 48 号議案 犬山市生涯学習推進計画の改訂について 

４ 通信及び請願 

５ 協議・連絡 

（１）後援名義使用承認に関する報告 

（２）４月・５月行事予定表について 

（３）令和７年度教職員定期人事異動に係る事項について 

（４）令和６年度犬山市教職員退職辞令伝達式について 

    日時：令和７年３月３１日(月) 午前１０時００分より 

    場所：犬山市役所２階２０５会議室 

（５）令和７年度犬山市教職員辞令伝達式について 

    日時：令和７年４月１日(火) 午前９時４５分より 

    場所：犬山市役所２階２０５会議室 

（６）学校給食の提供に係る米価等の高騰について 

（７）いじめ防止に向けて 

６ 自由討議 

７ その他 

８ 閉会 



 2

 

 ◆議事内容   

 

教 育 長： 

               開   会 

 ただ今より３月定例教育委員会を開催します。  

 

教 育 長： 

           教育長報告 

本日は、令和６年度最後となります３月の定例教育委員会にご出席を

いただきまして、ありがとうございます。 

３月１４日に丹葉地方教育事務協議会がありました。先月の定例協で

ご承認をいただいた事務協としての教職員人事異動の内申案が県教委

に報告され、それを受けて県教委から内示が行われました。３月１４日

に校長から本人に内示が行われ、新聞発表は３月３０日の朝刊とお話を

させていただいたとおりです。教職員の人事異動につきまして、これま

でいろいろとお世話をおかけしました。ありがとうございました。 

３月７日に中学校の卒業式が無事終了いたしました。お出かけをいた

だきました委員の皆様方、お疲れ様でございました。また今週の水曜日

には小学校の卒業式が予定されています。ご多用の中お世話をかけます

けれど、ご予定いただきますようよろしくお願いいたします。 

令和６年度も残すところあと２週間ほどとなりました。本年度もいろ

んなことがあったなあと懐かしく思っていますが、５月に起こりました

犬山西小学校の 1 年生の女の子が亡くなるという事件は忘れることは

できません。また、決して忘れてはいけないと思っています。こうした

事案を犬山から再び起こさないようにするために、私たちに何ができる

のか、そして何をしなくてはいけないのかということを、今後ずっと問

い続けていきたいと思っているところです。 

全ての子どもたちが、安心で安全な環境の中で伸び伸びと育って、将

来に向けて夢と希望を持ってたくましく生きていくことができるよう

に、犬山市教育委員会として、皆さんと共に頑張っていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それではただいまから、３月の定例教育委員会を始めさせていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長： 

第４５号議案 

第４５号議案「犬山市教育委員会事務局規則の一部改正について」、

事務局お願いします。 

安藤 

課長補佐：

今回の改正は、文化推進課の事務分掌として記載のあった「全市博物

館構想に関すること」「図書館協議会に関すること」の２項目が現状と

ずれているため、整理をするものです。 

全市博物館構想については、発展的解消をしている状態のため削除し

ます。図書館協議会については、「犬山市立図書館の設置及び管理に関

する条例」で規定されている会議体で今後も開催するものですが、図書

館の運営に関することであり、別にある「図書館の管理及び運営に関す

ること」という規定に含まれるということ、また学校教育課、スポーツ
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交流課、歴史まちづくり課、文化推進課の他の附属機関も特出しで規定

していないため、削除します。今回の改正で実際の事務等が何か変化す

ることはありません。 

教 育 長： ご意見ご質問ありますか。 

では、第４５号議案「犬山市教育委員会事務局規則の一部改正につい

て」は、お認めいただけますでしょうか。 

各 委 員： 異議なし。 

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。 

続いて、第４６号議案の審議に入ります。 

教 育 長： 第４６号議案 

第４６号議案「犬山市教育委員会事務局学校医等の委嘱について」、

事務局お願いします。 

安藤 

課長補佐： 

今回新しく委嘱するのは、城東小学校内科医として安藤敏仁氏、今井

小学校の学校薬剤師として水野惠史氏、池野小学校の学校薬剤師として

奥村正幸氏です。前任者から退任の申し出があったので、内科医につい

ては尾北医師会から、薬剤師については犬山市学校薬剤師会から後任の

推薦をいただいています。城東小学校の内科医は、前任者の病院を継承

される息子さんに替わります。今井小学校、池野小学校の薬剤師は、別

の学校を担当している方に兼務していただきます。 

教 育 長： ご意見ご質問ありますか。 

では、第４６号議案「犬山市教育委員会事務局学校医等の委嘱につい

て」は、お認めいただけますでしょうか。 

各 委 員： 異議なし。 

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。 

続いて、第４７号議案の審議に入ります。 

教 育 長： 第４７号議案 

第４７号議案「犬山市史編さん委員会専門部会委員の委嘱及び退任に

ついて」、事務局お願いします。 

小川 

課長補佐： 

この委員会は犬山市史の編さんに関する事項に関して専門的な見地

から資料収集や調査、検討、執筆を行うために設置され、委員長が指名

し、教育委員会が委嘱することになっています。 

まず退任の方ですが、今回調査協力員の井上宗一郎氏が２月７日付け

で、臨時委員の長岡昭雄氏から３月１日付けで辞任願が提出されました

のでこれをお認めいただくものです。 

今年度は資料編を刊行し、ゴールデンウィーク明け頃から資料編の販

売を予定しています。令和８年度に通史編の刊行を予定しており、７年

度は通史編の調査執筆などを行う必要がありますので、退任される井上

氏の後任として、野外民族博物館リトルワールド学芸員の池畑早穂氏を

委嘱するものです。任期は審議期間とし、会議は年間４回程度を予定し

ています。 

教 育 長： 市史編さん委員会専門部会の調査執筆委員及び調査協力員で、２名の
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方が退任され、お１人が加わります。令和６年度末に資料編を、２年後

の令和８年度末に通史編を発刊するということですが、役割が違うもの

ですから、資料編の方で自分の役目を終えたということでご希望で退任

され、通史編の方ではこの方が必要だということで 1 名新たに執筆委

員に加わられるということでの入れ替えです。 

ご意見ご質問ありますか。 

では、第４７号議案「犬山市史編さん委員会専門部会委員の委嘱及び

退任について」は、お認めいただけますでしょうか。 

各 委 員： 異議なし。 

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。 

続いて、第４８号議案の審議に入ります。 

教 育 長： 第４８号議案 

第４８号議案「犬山市生涯学習推進計画の改訂について」、事務局お

願いします。 

星野 

課長補佐： 

犬山市生涯学習推進計画改訂のポイントについては、令和７年１月の

定例教育委員会において第６次犬山市総合計画の策定、犬山市教育大綱

の改定、また市の機構改革もあり推進体制が変更となったことから国、

県の動きを記載しつつ計画の改訂を行うものであることを説明させて

いただきました。また令和７年１月２８日から２月２８日までの間、市

役所本庁１階の市民プラザなどにおいてパブリックコメントを実施し、

６件の意見をいただきました。いただいた意見提案は既にホームページ

で公開し、市の考え方については周知させていただいています。意見の

内訳は、計画全般に関するもの１件、生涯学習に関するもの１件、スポ

ーツに関するもの１件、図書館に関するものが３件でした。内容は、計

画案に記載されていることが滞りなく実施されることを期待しますと

いうような、前向きなものでした。 

教 育 長： 改定のポイント等については前回説明を受けていると思いますので、

ご覧になられて気になるところがもしあったら教えてください。 

小倉委員： 山の田公園の野球場やテニスコートの利用について、犬山市の団体と

他市町の団体とが大体半々で、他市町の人達は自分たちのところが詰ま

っているからではなく、自分達のまちが有料だから、犬山だと無料で借

りられるから犬山狙いで予約して利用されているという話を聞きまし

た。そういうところから少し有料化にしたらいいんじゃないのという声

があったので、お伝えだけしておきます。 

教 育 長： 全く犬山に無関係の方だけでは申し込みはできないですよね。 

後藤 

課長補佐： 

そうですね。基本的には登録をしていただかなければいけなくて、半

数は犬山市の方というのはあります。 

教 育 長： 議会でも時々そういう指摘がありますが、スポーツ交流課が所管する

ものと他の部や課が所管するところの整合性もありますので、ここだけ

というわけにはいかない。それについては、今後全庁的に見直しをかけ

ていくことになると思います。 
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小倉委員： 学習等供用施設でも１つの団体で犬山の人何人、市外の人何人とかデ

ータを取って調査もしているんだなと安心して見ていますが、他市町の

人の方がいっぱい使っているんじゃないかという声が少しあるので。 

教 育 長： やはりメインは犬山市に関わる方ですから。中には予約しておいて結

局使わない、だから本当に使いたい人が使えない等いろいろ問題があり

ますので、今いただいたご意見については、定例教でもこんな意見があ

ったということで、施設利用の利用料を取ったらどうだということも含

めて検討させていただきます。 

𠮷野委員： １０頁の「３ 公民館活動の充実」のところに「地域コミュニティの

形成」とありますが、地域協働課の活動との住み分けが何かあれば教え

ていただきたいと思います。 

教 育 長： 「公民館活動」とか「コミュニティ」というと、地域協働課の管轄じ

ゃないかなと。これが生涯学習推進計画に書かれているから何か、それ

ぞれ役割分担をしている部分があるかどうかということですね。例えば

南部公民館内の虎屋があったところは羽黒コミュニティの活動拠点に

なるということで、こういう書き方がされています。実際に管轄するの

は文化推進課ですが、利用等については他の課が関わって、はっきり住

み分けができない部分があるとは思っています。 

𠮷野委員： どっちがいいとか具体的に考えがあるわけではありませんが、グレー

ゾーンだとお見合いして、お互いそっちの仕事でしょみたいになるとい

けないなという思いがありました。 

星野 

課長補佐： 

今回「するすみ交流センター」をつくる際にも、地域協働課の職員

と公民館の職員が一緒になってやっていますので、そういったことは

ないと思います。 

教 育 長： 別の視点だけれど、犬山南小学校の改築は学校教育課の職員と都市整

備部の職員が２人行ってやっています。何となく役所の仕事というと縦

割り行政と思われがちですが、だんだんお互いの部や課が協力しながら

取り組んでいきましょうという雰囲気にはなってきていると思います

ので、心配されたようなことがないよう協力体制を築いて取り組んでい

くようにしたいと思います。 

他どうですか。よろしいですか。 

これは一応「案」ですが、どの段階で「案」が消えるんですか。 

星野 

課長補佐： 

ここで認められた時点だと思います。 

教 育 長： これで、もう「案」を消してもいい状況ですか。 

星野 

課長補佐： 

はい。 

教 育 長： わかりました。今皆さんのご意見をいただいたわけですが、最終的に

これを犬山市生涯学習推進計画として、確定をするということでよろし

いですか。 

各 委 員： 異議なし。 
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教 育 長： 異議なしと認めます。お認めをいただいたということで、これで「案」

が消える状況になると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長： 

         通信及び請願 

通信及び請願はありますか。 

事 務 局： ありません。 

 

教 育 長： 

            協議・連絡 

 協議・連絡に移ります。 

「後援名義使用承認に関する報告」について、事務局お願いします。 

星野 

課長補佐： 

令和７年２月４日から３月３日の期間に犬山市教育委員会の後援名

義使用を承認した事業は計１２件で、新規事業１件、継続事業１１件で

す。新規事業について説明します。 

№８「レンゲ畑であそぼう！」です。主催者は楽田桃色の会で、自然

環境が残る楽田地区のすばらしさを残し伝えるため、４月２７日に楽田

地区の田んぼで地域交流の場となる事業が実施されます。 

木澤委員： 有料の参加費が１００円から５００円ということですが、どんなこと

をされるのか、詳細な案内は出ていますか。 

星野 

課長補佐： 

事業の目的と内容として、「自然環境が残る楽田地区のすばらしさを

残し伝えるため、懐かしいレンゲ畑で催事を開催し、性別、年代、国籍

を問わず地域交流の場とする。また地場産業のＰＲをして、地産地消の

理解を広げる。」とあります。レンゲの花輪づくり、ヤギとの触れ合い、

野菜の収穫などが予定されています。近隣の大学や高校に声をかけて学

生ボランティアを募り交流を図るとともに、地域の文化の継承や活性化

に取り組む活動をされるということです。 

教 育 長： ご意見ご質問ありますか。 

よろしいでしょうか。では次へ行きます。 

「４月・５月行事予定表について」、事務局お願いします。 

黒木 

指導主事： 

４月は１日に犬山市教職員の辞令伝達式が市役所で行われます。各校

の校長に参加していただく予定です。８日小学校入学式、９日小学校始

業式、中学校では入学式と始業式が行われます。下旬の２１日から本年

度初めの授業参観が各校で行われます。 

５月は宿泊を伴う行事が入ってきます。小学校は自然教室、中学校は

自然教室と修学旅行が中旬から下旬にかけて各校行われます。 

定例協は４月２１日、５月１９日となっていますので、ご予定をよろ

しくお願いいたします。 

教 育 長： ご覧になられて何か聞きたいというようなことがあるようでした

ら、お伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいですか。 

では次に「令和７年度教職員定期人事異動に係る事項について」、

説明します。 

令和７年度教職員定期人事異動については、前回の定例教のときにお

話させていただき、犬山市教育委員会としての内申を既に事務協事務局

に報告をさせていただきました。先週金曜日の事務協の場で改めて正式
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な形での内示があり、今日の午後に市の校長会が予定されていますの

で、各学校の校長先生には改めて丹葉全体の人事異動の状況についてお

伝えします。既に本人内示は先週の金曜日に終わっており、人事につい

ての事務手続き等はそれなりに進んでいますので、報告させていただき

ます。 

これについて何かありますか。よろしいですか。何かありましたら個

別でもお知らせいただければ、お話を伺いたいと思います。 

では次に「令和６年度犬山市教職員退職辞令伝達式について」と

「令和７年度犬山市教職員辞令伝達式について」は関連していますの

で、併せて事務局お願いします。 

黒木 

指導主事： 

令和６年度犬山市教職員退職辞令伝達式は、３月３１日午前１０時か

ら市役所２階２０５会議室で行われます。こちらは退職される本人とそ

の所属校の校長に参加していただきます。 

令和７年度犬山市教職員辞令伝達式は、４月１日午前９時４５分から

市役所２階２０５会議室にて、市内の小中学校長のみが参加して行われ

ます。 

教 育 長： かつて４月の辞令伝達式には教育委員さんにもお越しいただき、市長

にも同席いただいて、全転入職員も一同に会して大々的に行いました。

コロナの関係があってから校長先生にまずお伝えし、校長先生からそれ

ぞれの先生に発令通知を渡していただくという形に簡略化してきまし

たので、特に両日ともご足労願うことはありません。ただ、どうしても

出たいというご希望があればお断りをするつもりはありませんので、お

申し出ください。 

よろしいですか。 

では次に「学校給食の提供に係る米価等の高騰について」、事務局お

願いします。 

 ＜非公開＞ 

教 育 長： 続いて、非公開の「いじめ防止に向けて」を行います。 

 「いじめ防止に向けて」 

報告事案及びこれまでの継続事案のその後について説明後、以下の意

見があった。 

 

・加害者側の子たちが引いてしまうことで関わり自体が没になり、被害

者がかえって孤立することにならないか。上手に指導していただき、

いい関係を作っていってもらえるといい。 

・加害者にやり返されるのが怖いので指導はしなくていいという要望

があった場合、保護者の思いを聞いて指導をしないか、「絶対仕返し

させないから」と保護者の了解を得て指導をしていくのか、どちらが

いいか。 

・内緒にしておいてもどこからか漏れることが多々あるので、なかなか
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実行は難しい。学校側と保護者との間に信頼がないと、言葉面だけに

なりがち。「大丈夫」と言葉にするのは、相手が安心してくれていい

ようにも思えるが、逆に信頼を無くす結果になることもある。 

・当事者がどうして欲しいかを一番に考える。やり返されないように見

守るから大丈夫と伝えても、何が起こるかわからない世の中。被害者

自身がどうしてもらうと安心していられるかを確認し、かつ保護者が

どう希望するかを一番に考えて対応する。けれど、学校としては報復

は絶対許さないし、そうしないように見守っていくし指導したいの

で、よければいつでもちゃんと伝えるということもしっかり説明した

上で、選択してもらう。 

・そのままの状態で被害者が差し支えなく学校生活を送れるようであ

れば、それはそれで成長できる機会にもなると思う。他のところで加

害者が被害者に対して少しでもまた何かあれば、しっかり指導する機

会にする。 

・やり返しが怖いということは、明らかに上下関係や強弱関係があるの

ではないか。実際の事例を加害者に自覚させればいいけれど、指導せ

ずになかったことになってしまうと、だんだんこの事案がエスカレー

トする可能性があると思う。絶対やり返しさせないという保証はでき

ないが、学校現場で、誰が誰に対してどういうことをやったかわから

なければ、具体的な指導ができない。こうするのが一番いいという正

解はないけれど、ちょっと気をつけて、周りで見ていただきたいと思

う。 

 自 由 討 議 

教 育 長： 自由討議に移ります。発言ありませんか。 

事 務 局： ありません。 

           そ の 他         

教 育 長： 何かありますか。事務局お願いします。 

安藤 

課長補佐： 

子どもの１人１台端末の更新については、来年度に契約して実際に使

い始めるのは令和８年度の頭からとなりますが、国からの補助金を受け

るために計画を立てて公表しておく必要があります。「端末整備・更新

計画」、「ネットワーク整備計画」、「校務ＤＸ計画」、「１人１台端

末の利活用にかかる計画」ということで、「端末整備・更新計画」には

台数が、「ネットワーク整備計画」には実際の通信状況の関係が、「校

務ＤＸ計画」には先生たち校務の部分での計画が、「１人１台端末の利

活用にかかる計画」にはこういうことをやっていきたいというものが記

載されています。他市町でいろいろ問題になった時期はありますが、犬

山市の学校現場での通信環境は良好な状態にありますので、今の状態を

維持していくというものになっています。 

この計画は現在も公表されている状態なので、委員の皆様もご承知お

きください。 
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教 育 長： 学校訪問に行っていただいて、子どもたち、あるいは先生方が活用し

ている状況はご覧いただいていると思います。ちょうど令和７年度の８

月が端末の更新時期。前の契約は年度末までですか。 

安藤 

課長補佐： 

５年間で切れますので、令和８年３月に新しいものの期間が始まりま

す。 

教 育 長： その準備は８月になるまでにやらなければならないということです

ね。ということで、見えない部分でのＩＣＴに関わる作業が発生します

ので、教育委員会も学校現場も今こんなことで動いているということを

ご了解いただければいいのかなと思います。今日この場に限らず何かお

聞きになりたいことがありましたら、お問い合わせいただければと思い

ます。 

  

教 育 長： 

           閉   会 

 これをもちまして、３月定例教育委員会を終了（１１：１５）させて

いただきます。 

 

【次回開催】定例教育委員会 ４月２１日（月）１０時 ４０１会議室 

 

 

 


